
登録事項等についての説明（高齢者住まい法第17条関係）

住所 東京都渋谷区道玄坂1-21-1

氏名　　東急不動産株式会社

住所 東京都渋谷区道玄坂1-10-8

氏名　　

１．サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地

■ 1.電車（　　JR横浜線 線 駅から で 7 分）

□ 2.その他（ 　 ）

■ 1.所有権 □２．賃借権 □３．使用貸借による権利

期間 年 月 年 月 日まで

■ 1.所有権 □２．賃借権 □３．使用貸借による権利

期間 年 月 年 月 日まで

■ 1.所有権 □２．地上権 □３．賃借権 □４．使用貸借による権利

期間 年 月 年 月 日まで

注）住居表示が決まっていない場合には、地名地番を記載すること。

２．サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者

■ 法人 □ 個人

別添 1

サービス付き高齢者向け住宅への入居に係る契約を締結するに当たり、高齢者の居住の安定確保に関する法
律第17条に基づき、以下の事項について、書面を交付して説明します。

東急不動産株式会社

東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号

(郵便番号 150-0043 ）

電話番号 03-6455-1121

法人の役員

クレールレジデンス横浜十日市場

所在地 （住居表示）　神奈川県横浜市緑区十日市場町1258番92

住宅の名称

利用交通手段

住宅に関する
権原

施設に関する
権原

敷地に関する
権原

商号、名称
又は氏名

住所
（法人にあっては
主たる事務所の

所在地）

2023年7月1日

株式会社東急イーライフデザイン

登録事項等についての説明

貸主（乙）

代理人

(ふりがな) くれーるれじでんすよこはまとおかいちば

のとおり

十日市場 徒歩

日から

日から

日から

法人・個人の別

(ふりがな) とうきゅうふどうさんかぶしきがいしゃ
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商号、名称、又は氏名

別添 ２ のとおり

３．サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所

４．サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備

戸 （シニアフロア：91戸　　ケアフロア90戸）

㎡

㎡ ３

■ あり □ なし

造

年 12 月 26

■ 登録基準に適合している

■

■ 緊急通報装置を備えている

５．サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期（居住の用に供する前である場合）

■ □

　　　　　　　　東急不動産株式会社

(ふりがな)

（郵便番号 ）

電話番号

(ふりがな) とうきゅうふどうさんかぶしきがいしゃ

法定代理人
（未成年の個人

である場合）

東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号

入居契約が賃
貸借契約でな
い場合には、
その旨

入居契約の
内容

　　別添入居契約書のとおり

住所（法人
にあっては主
たる事務所の
所在地）

法人の役員

事務所の名称

事務所の所在地

居住部分の規
模 詳細については、別添 のとおり

構造及び設備

加齢対応構造
等

入居者の資格 ■

竣工の年月 2018 日

エレベーターを備えている

入居契約の別 賃貸借契約 その他

終身賃貸事業
者の事業の認

可
■ 法第52条の認可を受けている

共同利用設備

構　造 鉄筋コンクリート 階　数 9

次の①又は②に該当する者である。
　①単身高齢者世帯
　②高齢者＋同居者 （配偶者 / 60歳以上の親族 / 要介護認定又は要支援認定を受けて
いる
　　60歳未満の親族 / 特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者）
（「高齢者」とは、60歳以上の者又は要介護認定若しくは要支援認定を受けている60歳未満
の者をいう。）

階建

）

電話番号 03-6455-1121

住宅戸数 登録申請対象戸数 181

（最小） 18.00

（最大） 72.66

(郵便番号 150-0043
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※以下は、入居の用に供する前である場合に限り記入すること。

年 月

６．サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭

□ 自ら ■ 委託 □ 　約 円

□ 自ら □ 委託 ■ 　約 円 別添 ４

□ 自ら □ 委託 ■ 　約 円

□ 自ら ■ 委託 □ 　約 円

□ 自ら ■ 委託 □ 　約 円

　約 円

約 円

　約 円

約 円

　約 円

約 円

■ □

□ □ ）

□

■

銀行による債務の保証 信託会社等による元本補てん又は信託

保険事業者による保証保険 その他（

前払金の保全
措置の内容

指定を受けていない

月分

（最低） 60,000

（最高） 65,000

（最低） 420,000

（最高） 1,245,000
敷金の概算額 3

前払金※の有
無

家賃等の前払
金の概算額

（最低）

家賃等の前払
金の返還債務
が消滅するま

での期間

提供しない

水道光熱費の
支払方法

供給事業者との個別契約により別途実費負担

高齢者生活支
援サービス

および別紙２
「サービス一覧」
のとおり

家賃の概算額

指定を受けている

家賃等の前払
金の返還額の

推移

共益費の概算額

特定施設入居
者生活介護事

業所

※原則として入居契約に定めた契約の始期を起算日とする。

家賃等の前払
金の算定の基

礎 サービス提供
の対価

なし

家賃

円　約 8,400,000 円 （最高） 約 134,460,000

家賃：(前払方式における想定居住期間に応じた1か月分の家賃相当額×想
定居住期間(月数)＋(想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事
業者が受領する額)

返還額の算定
方法

【①入居日から3ヶ月以内】前受け金－（1日あたりの本物件の家賃等の額×入居日から起算して
入居契約が終了した日までの日数）【②入居日から3ヶ月が経過】1ヶ月分の本物件の家賃等の額
×（入居契約終了日以降、入居者の想定居住期間満了日までの期間）

2023 年 12 月 30 日 ま で
入居時年齢およびシニアフロア・ケアフロアにより
異なります。詳しくは、別添６をご覧ください。

※

あり □ なし

入浴等の介護 提供しない -

調理等の家事 提供しない -

0

その他 提供しない 0

（最低） 140,000

（最高） 415,000
住戸ごとの内容は別添 ３ のとおり

■

家賃の

健康の維持増進

□ 自ら ■ 委託 　約 55,000
状況把握、生活

相談

入居開始時期 日から

サービスの種類 提供形態 提供の対価（概算・月額）

詳細について
は、

円

食事の提供 提供しない 56,100
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□

■

□

■

７．サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等

□ ■

※前払金とは、終身又は入居契約の期間にわたって受領すべき家賃等の全部又は一部を一括して受領する場
合をいう。

東京都渋谷区道玄坂一丁目10番8号

　修繕計画 　あり

計画策定の
有無

■ あり □ なし

大規模修繕の
実施予定

2029年 頃実施予定

その他計画的
な修繕予定

　経過年数に応じ適宜実施予定

登録の更新の
申請の日前一
年間における
入居者の数及
び退去者の数

入居者の数

指定を受けている

指定を受けている

指定を受けていない

電話番号 03-6455-1236

　管理業務の委託先

(ふりがな) 　とうきゅういーらいふでざいん

株式会社東急イーライフデザイン

管理の方式 自ら管理 管理業務を委託

委託する業務
の内容（契約

事項）

	建物並びに建物に付属する設備機器、家具什器備品等に関する保守管理業務・建物及びその
周辺環境を良好に維持管理する業務

商号、名称
又は氏名

指定を受けていない

介護サービス
情報

　（特定施設入居者生活介護事業者、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所若しくは介
護予防特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けている場合には、別紙により、介護保険法
第115条の35第1項に規定する介護サービス情報を示す。）

(郵便番号 150-0043 ）

退去者の数

　２９人

　２５人

地域密着型特
定施設入居者
生活介護事業

所

介護予防特定
施設入居者生
活介護事業所

住所（法人に
あっては主た
る事務所の所

在地）

※登録の更新の申請の日前一年間における入居者の数及び退去者の数は、法第５条第２項の登録の更新の申
請をする場合に限り記入すること。
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８．サービス付き高齢者向け住宅と併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設　（該当する場合のみ）

■

□

□

■

□

□

■

□

□

■

□

□

■

□

□

９．高齢者居宅生活支援事業を行う者との連携及び協力（該当する場合のみ）

連携又は協力
の内容

居宅介護支援サービス、訪問介護サービス、訪問看護サービス、福祉用具の販売・貸与

事業所の名称

ホームケア緑
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問
介護、訪問看護

クレールダイニング 食事サービス

コミュニティスペース 趣味を通じた地域交流の機会の創出

同一の建築物内

同一の敷地内

隣接する土地

クレールホール 運動や趣味を通じた地域交流の機会の創出

同一の建築物内

同一の敷地内

隣接する土地

施設の名称 提供されるサービスの概要 事業所の場所

オハナ横浜十日市場 通所介護・介護予防通所介護

(郵便番号 224-0032 ）

電話番号 045-949-4800

同一の建築物内

同一の敷地内

隣接する土地

同一の敷地内

隣接する土地

同一の建築物内

同一の敷地内

隣接する土地

　　　　　　　　ホームケア横浜

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央40番3号　グランクレールセンター南3階

連携又は協力の相手方

(ふりがな) 　ほーむけあよこはま

同一の建築物内

事業所の所在
地

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス、訪問介護サービス、訪問看護サービス

連携又は協力の相手方

事業所の名称

(ふりがな) 　ほーむけあみどり

　　　　　　　　ホームケア緑

事業所の所在
地

(郵便番号 226-0025 ）

神奈川県横浜市緑区十日市場町1258番92

電話番号 045-511-7066

連携又は協力
の内容
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10．保健医療サービスを提供する体制に関する事項

※保健医療サービスを提供する場合に限り記入すること。

11．運営方針

12．登録の申請が基本方針（及び高齢者居住安定確保計画）に照らして適切なものである旨

○年○月○日

借主１（甲） 住所

氏名　　 　　 　　 　　

借主2（甲） 住所

氏名　　 　　 　　 　　

身元引受人１（丙） 住所

氏名　　 　　 　　 　　

身元引受人2（甲） 住所

氏名　　 　　 　　 　　

　別添５のとおり

保健医療サー
ビスを提供す
る体制に関す

る事項

基本方針及び横浜市の高齢者居住安定確保計画に沿って適切に運営する。

　上記につきまして、高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条に基づく書面による説明を受けました。
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別添 1

うすぎ　しんいちろう

宇杉　真一郎

わくい　しろう

涌井　史郎

わたなべ　むつみ

渡辺 睦

もちだ　かずお

持田　一夫

かねまつ　まさおき

兼松　将興

法第６条第１項第３号に該当する者を全て記載すること。記載しきれないときは、この様式の例により作成した書
面に記載し、その書面をこの書面の次に添付すること。

社外取締役

社外取締役

常勤監査役

常勤監査役

取締役
執行役員

かなざし　きよし

取締役
金指　潔

うえむら　ひとし

取締役
植村　仁

えのきど　あきこ
取締役
常務執行役員榎戸　明子

かめしま　しげゆき
取締役
常務執行役員亀島　成幸

いけうち　たかし
取締役
専務執行役員池内　敬

たなか　たつあき
取締役
専務執行役員田中　辰明

おかだ　まさし

取締役副会長
岡田　正志

ほしの　ひろあき
代表取締役社長
社長執行役員星野　浩明

にしかわ　ひろのり

取締役会長
西川　弘典

役　　員　　名　　簿

（ふりがな）

役名等氏　　　名

7



別添 2

法第６条第１項第４号の役員に該当する者を全て記載すること。記載しきれないときは、この様式の例により作
成した書面に記載し、その書面をこの書面の次に添付すること。

役　　員　　名　　簿

（ふりがな）

氏　　　名 役名等
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１．専用部分の規模並びに構造及び設備等

住棟番号 住戸数 住戸番号 月額家賃

完
備

便
所

洗
面

浴
室

台
所

収
納

（戸）
（該当するものを

全て記載）
（概算額）

　　　　　　　（円）

1 30.25 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 512 145,000

(ｼﾆｱﾌﾛｱ) 30.25 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 612 150,000

30.25 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 712 155,000

36.19 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 520～522 160,000

36.19 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 620～622 165,000

36.19 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 720～722 170,000

36.19 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 820～822 175,000

36.19 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 920～922 180,000

36.60 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 502　503 175,000

36.60 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 602　603 180,000

36.60 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 702　703 185,000

36.60 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 802　803 190,000

36.60 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 902　903 195,000

37.08 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 523 165,000

37.08 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 623 17,000

37.08 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 723 175,000

37.08 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 823 180,000

37.08 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 923 185,000

37.39 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 501　601 190,000

37.39 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 701 195,000

37.39 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 801 200,000

37.39 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 901 205,000

37.52 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 519 160,000

37.52 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 619 165,000

37.52 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 719 170,000

37.52 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 819 180,000

37.52 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 919 185,000

38.04 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 511 175,000

38.04 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 611 180,000

38.04 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 711 185,000

40.59 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 617 195,000

40.59 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 717 200,000

41.24 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 514　515 190,000

41.24 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 614　615 195,000

41.24 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 714　715 200,000

41.42 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 516 195,000

41.42 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 616 200,000

41.42 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 716 205,000

42.60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 504～506 205,000

42.60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 604～606 210,000

42.60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 704～706 215,000

42.60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 804～806 220,000

42.60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 904　905 225,000

別添　３

住宅の規模並びに構造及び設備等

構造及び設備※専用部分
の床面積

　
（㎡）
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住棟番号 住戸数 住戸番号 月額家賃

完
備

便
所

洗
面

浴
室

台
所

収
納

（戸）
（該当するものを

全て記載）
（概算額）

　　　　　　　（円）

1 42.66 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 510 195,000

(ｼﾆｱﾌﾛｱ) 42.66 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 610 200,000

42.66 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 710 205,000

44.29 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 513 210,000

44.29 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 613 215,000

44.29 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 713 220,000

49.19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 507 235,000

49.19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 607 240,000

49.19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 707 255,000

49.32 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 508 235,000

49.32 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 608 240,000

49.32 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 708 255,000

50.93 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 518 215,000

50.93 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 618 225,000

50.93 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 718 235,000

62.34 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 906 360,000

65.18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 509 325,000

65.18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 609 335,000

65.18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 709 355,000

72.66 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 807 415,000

住棟番号 住戸数 住戸番号 月額家賃

完
備

便
所

洗
面

浴
室

台
所

収
納

（戸）
（該当するものを

全て記載）
（概算額）

　　　　　　　（円）

1
(ｹｱﾌﾛｱ）

18.00 × 〇 〇 × × 〇 48

202～206
215　217
224～230
302～306
315　317
321～330
402～406
415　417
421～430

144,000

18.15 × 〇 〇 × 〇 〇 6
216　218
316　318
416　418

145,000

18.60 × 〇 〇 × 〇 〇 3 221～223 149,000

18.90 × 〇 〇 × 〇 〇 6
201　231
301　331
401　431

152,000

21.00 × 〇 〇 × 〇 〇 18
207～212
307～312
407～412

168,000

21.37 × 〇 〇 × 〇 〇 4
219　220
319　419

171,000

24.00 × 〇 〇 × 〇 〇 5
213 313 314

413　414
192,000

注１）住戸の規模並びに設備及び構造のタイプ別にまとめて記載すること。

注２）設備及び構造欄の『完備』は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び収納の全てを備えるものを表す。

※有りの場合は○、無しの場合は×を記載すること。完備の場合は、完備を含め全ての欄に○を記載すること

専用部分
の床面積

　
（㎡）

構造及び設備※

専用部分
の床面積

　
（㎡）

構造及び設備※
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２．共同利用設備等

［シニアフロア］ （１～７階）

整備箇所 想定利用戸数
（戸）

備考

1階 91 ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ含む

1階 91

7階 91 ﾄｲﾚ・洗面ｽﾍﾟｰｽ含む

2階 91

2階 91

［ケアフロア］ （２～４階）

整備箇所 想定利用戸数
（戸）

備考

各階２ヶ所 90

3階 90

各階１箇所 90

各階２箇所 90

2階 90

注）整備箇所は、添付図面との対応関係を明確に記載すること。

談話コーナー 3 33.98

ラウンジ 2 40.86

機械浴室 1 22.27

デイルーム 3 14.03

設備等 整備箇所数 合計床面積
（㎡）

浴室（個浴） 6 81.26

1

1

1

談話室

応接室

トレーニングルーム

レストラン 1

1

クレールホール

30.08

78.03

14.03

198.50

160.60

合計床面積
（㎡）

整備箇所数設備等
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１．状況把握及び生活相談サービスの内容

□ ■

）

□ 医療法人 □ 指定居宅介護支援事業者

□ 社会福祉法人 □ 指定介護予防サービス事業者

■ 指定居宅サービス事業者 □ 指定介護予防支援事業者

□ 指定地域密着型サービス事業者 □ 上記以外の法人等

□ 医師 人員 人 ■ 社会福祉士 人員 3 人

■ 看護師 人員 8人 ■ 介護支援専門員 人員 1（6） 人

□ 准看護師 人員 人 ■ 養成研修修了者 人員 8 人

■ 介護福祉士 人員 39（3）人 ■ 上記以外の職員 人員 0 人

近接する土地

（所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■ □ 次の期間を除く（ ）

9 時 00分 17 時 00分 人員 3 人

17 時 00分 9 時 00分 人員 2 人

0時 00 分 24 時 00 分

□

2 分

別添４

サービスを提供
する法人等の別

サービスを提供
する者の人数

（ ）は他の資格を
持つ職員の外数

常駐する場所

■ 同一の敷地内 □ 隣接する土地

□

(郵便番号 150-0043

　東京都渋谷区道玄坂一丁目10番8号

電話番号 03-6455-1236

提供形態 サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 委託する

委
託
す
る
場
合
の
委
託
先

商号、名称
又は氏名

(ふりがな) 　とうきゅういーらいふでざいん

毎日１回以上の
状況把握サービ
スの提供方法

・日中２回、夜間３回定期的に各フロアと共用部を巡回で安否確認
・イベント、フロントサービス、食事提供等（電話を含む）で随時安否確認
・２１：００に居室のセンサーで在宅確認

毎日

□
入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があった場合は、当該居住部分への訪問
（近接する土地に常駐する場合のみ）

常駐する日 365日対応

常駐する時間
日中 ～

上記以外の時間 ～

　　　　　　　　株式会社東急イーライフデザイン

住所（法人に
あっては主た
る事務所の所

在地）

通報先から住宅までの到着予定時間

緊急時における
対応の内容

緊急時には、スタッフが容態を確認の上、タクシー又は救急車の手配等を行います。スタッフは、状
況に応じてタクシー又は救急車に同乗し、ご家族が来るまでの間、付き添いを行います。
※タクシーへの同乗及びその後の付き添いは、入居者の希望により、10分間550円(うち本体価格500
円、消費税50円)で承ります。
※異常を感知した場合、スタッフ等が安否確認のため、マスターキーにより開錠し、入居者の住戸内
に立ち入ることがあります。

緊急通報サービ
スの内容

提供時間
常駐する日 ～

上記以外の日 24時間

通報方法 　施設内設置の緊急呼出ボタン

通報先 　本物件内の事務所

1回以上

12



■ 365日対応 □ その他（　　　　　　　　　　　　　）

　　0時　00分　～　　　24時　00分

約 円

約 円

※サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、30日間利用した場合の金額を記載すること。

２．食事の提供サービスの内容（該当する場合のみ）

□ ■

）

）

■ 食堂 □ 各居住部分 □ ）

■ □ ）

□ ■ □ 次の食事は提供しない（ ）

■ □ □ ）

■

□

■

□

約 円 内訳 朝食 円 昼食 715 円 夕食 935 円

※サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、30日間利用した場合の金額を記載すること。

サービス提供の
対価（概算額）

月額※ 110,000 前払金の
算定方法前払金

生活相談サービ
スの内容

生活に関する悩み等の日常生活相談を受け付けております。事業者は、入居者の心身の状況、置
かれている環境等の的確な把握に努め、必要に応じ外部業者の取次ぎ等を行います。
専門的な事項(遺言・相続・資産運用等)については、専門家の紹介をします。

提供日

提供時間

備考
東急不動産株式会社から委託を受けた株式会社東急イーライフデザインから受託。詳細は[別添5]
提供するサービス一覧表参照

提供形態 サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 委託する

委
託
す
る
場
合
の
委
託
先

商号、名称
又は氏名

(ふりがな) かぶしきがいしゃれおっく

　　　　　　　　　株式会社 LEOC

住所（法人
にあっては
本業務に係
る事業所の

所在地）

(郵便番号 226-0025

　神奈川県横浜市緑区十日市場町1258番92

電話番号

住所（法人
にあっては
主たる事務
所の所在

地）

(郵便番号 100-0004

　東京都千代田区大手町1丁目1番3号大手センタービル17階

電話番号 03-5220-8550

食事提供を行う場所 その他（

提供方法

提供日 365日対応 その他（

内容 ３食

入居者の健康状態に合わせた食事対応
応相談

対応なし

入居者の健康状態に合わせた各居室への配食対応
応相談

対応なし

入居者が選択

調理等 厨房で調理 配食サービスを利用 その他（

サービス提供の
対価（概算額）

月額※ 49,500

前払金 約 円
前払金の
算定方法

備考
	委託先は子会社である株式会社グリーンヘルスケアサービスに業務を再委託するものとします。
事業者によるダイニングでの食事介護サービスは行いません。
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３．入浴、排せつ、食事等の介護サービスの内容（該当する場合のみ）

□ □

）

）

□ □ ）

□ □ □

□ （ ）

約 円

約 円

４．調理、洗濯、掃除等の家事サービスの内容（該当する場合のみ）

□ ■

）

）

■ □ ）

□ ■ ■

□ （ ）

約 円

約 円

提供形態 サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 委託する

委
託
す
る
場
合
の
委
託
先

商号、名称
又は氏名

(ふりがな)

住所（法人に
あっては本業
務に係る事業
所の所在地）

(郵便番号

電話番号

住所（法人に
あっては主た
る事務所の所

在地）

(郵便番号

電話番号

その他

サービス提供の
対価（概算額）

月額 前払金の
算定方法前払金

提供方法

提供日 365日対応 その他（

内容
入浴介護 排せつ介護 食事介護

備考

提供形態 サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 委託する

委
託
す
る
場
合
の
委
託
先

商号、名称
又は氏名

(ふりがな) 　とうきゅういーらいふでざいん

　　　　　　　　株式会社東急イーライフデザイン

住所（法人に
あっては本業
務に係る事業
所の所在地）

(郵便番号 226-0025

　神奈川県横浜市緑区十日市場町1258番92

電話番号 045-511-7037

住所（法人に
あっては主た
る事務所の所

在地）

(郵便番号 150-0043

　東京都渋谷区道玄坂一丁目10番8号

電話番号 03-6455-1236

その他

サービス提供の
対価（概算額）

月額 ※ 前払金の
算定方法前払金

提供方法

提供日 365日対応 その他（

内容
調理 洗濯 掃除

備考
※サービス提供の対価は、サービスの内容になり異なります。
例） 軽微なお手伝い：550円/10分、清掃（簡易清掃）：1,980円/1時間
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５．健康の維持増進サービスの内容（該当する場合のみ）

□ □

）

）

□ ■ ）

□ □ ■ □

□ （ ）

約 円

約 円

※その他協力医療機関は、別紙１－（３）医療「協力医療機関の概要及び協力内容」記載のとおり

６．その他のサービスの内容（該当する場合のみ）

□ □

）

）

□ □ ）

□ □ ■ □

□ （ ）

約 円

約 円

提供形態 サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 委託する

委
託
す
る
場
合
の
委
託
先

商号、名称
又は氏名

(ふりがな) いりょうほうじんしゃだん　さんきかい　よこはましんみどりそうごうびょういん

　医療法人社団　三喜会　横浜新緑総合病院

住所（法人に
あっては本業
務に係る事業
所の所在地）

(郵便番号

　同上

電話番号

住所（法人に
あっては主た
る事務所の所

在地）

(郵便番号 226-0025

　神奈川県横浜市緑区十日市場町1726-7

電話番号 045-9814-2400

その他

サービス提供の
対価（概算額）

月額 0 前払金の
算定方法前払金

提供方法

提供日 365日対応 その他（
年2回　協力医療機関での定期健康診断の機会を設
ける（費用は入居者が実費を負担）

内容
健康相談 血圧等の測定 定期検診 通院等の付き添い

備考
入居者希望により健康相談サービスをうける。日常的な投薬管理、服薬管理は行いません。
健康に関わる費用は（２回目以降の定期健康診断費用を除く）は、サービス費（110,000円）に含まれ
ます。

提供形態 サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 委託する

委
託
す
る
場
合
の
委
託
先

商号、名称
又は氏名

(ふりがな)

備考

サービス提供の
対価（概算額）

月額 前払金の
算定方法前払金

提供方法

提供日 365日対応 その他（
年2回　協力医療機関での定期健康診断の機会を設
ける（費用は入居者が実費を負担）

内容

住所（法人に
あっては本業
務に係る事業
所の所在地）

(郵便番号

電話番号

住所（法人に
あっては主た
る事務所の所

在地）

健康相談 血圧等の測定 定期検診 通院等の付き添い

その他

(郵便番号

電話番号

15



別添 5

運営方針

■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ

入居者に対する虐待を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修及び担当者の配置
を行う

項目 該当

重要事項を記載した書面のひな形を公開する

入居及び退去の条件を書面に記載する

入居者の個人情報の保護に関する事項を書面に記載する

入居者間の交流の促進を図る

やむを得ず行う身体的拘束その他の入居者の行動を制限する行為に関して、委員会の開
催、指針の整備及び研修を行う

入居者のプライバシーの確保について、職員に周知する

入居者に与えた損害を賠償するための措置を講じる

入居者からの相談及び苦情に適切に対応するための体制を整備する

サービス付き高齢者向け住宅への入居及びサービス付き高齢者向け住宅において提供され
る福祉サービスの利用に必要な費用に関する書類を発行することができる

入居者及びその家族と意見を交換する機会を設ける

地域社会との交流及び連携を図る

災害に対応するための仕組みを整備する

事故の発生及び再発を防止するための仕組みを整備する

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための仕組みを整備する

入居者の健康状態及び生活状況を把握し、変化があったときは、当該入居者の家族に連絡
する仕組みを整備する

サービス付き高齢者向け住宅事業の実施に必要な人材の確保のために必要な措置を講じる

登録事業者又は登録事業者から委託を受けた者から提供される福祉サービスと、それ以外の
者から提供される福祉サービスを明確に区分する

入居者が希望する場合には、介護サービスの提供に必要な当該入居者に関する情報を、介
護支援専門員と共有する仕組みを整備する

基本理念及び基本方針を定めるとともに、これらを職員及び入居者に周知する

職員の教育及び研修に関する計画を策定する

職員に対して、認知症に関する研修を行う

職員を登録事業者が行う研修以外の研修に参加させる仕組みを整備する
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１． 「前払金」について

（１） 本施設では、家賃相当額の支払方式について前払方式と月払方式を採用しています。

（２）

２． 前払方式の算定式について

（１） 前払方式の算定の基礎については、指導指針及び事務連絡に定める以下の考え方に拠ります。

【算定の基礎】

前払金　＝（前払方式における想定居住期間の応じた1ヶ月分の家賃相当額

×想定居住期間（月数））

＋(想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額)

【図式】

①想定居住期間内の家賃相当額

　　　

（２） （１）のうち、「想定居住期間」と「想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて

事業者が受領する額」の具体的な算定方法は、事務連絡で示された以下の考え方に拠ります。

別添６

前払方式とは、「（事業者が）終身にわたって受領すべき家賃等の全部又は一部を前払金として

一括して受領するもの」（厚生労働省老健局長が定める「有料老人ホーム設置運営標準指導指

針」（平成27年3月30日付老発0330第3号）（以下「指導指針」という。）及び厚生労働省老健局高

齢者支援課事務連絡「有料老人ホームにおける家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の

金額の算定方法の明示について」（平成24年3月16日付）（以下「事務連絡」という。）参照）で、ご

入居者にとっては、居住期間を気にせずに住み続けられる支払方式です。

「前払金」の算定根拠について

②想定居住期間を超えて
　 契約が継続する場合に備えて
 　事業者が受領する額

（前払方式における想定居住期間に応じた１ヶ月分の

　　　　家賃相当額×想定居住期間（月数））

≪返還対象分≫ ≪非返還対象分≫

想定居住期間

入居者のうち概ね50%の方が入居し続けることが予想される期間として、各有料老人ホーム

がそれぞれ定める期間のことです。その期間は、入居時の年齢や性別、自立者か要介護

者か、などに応じて、入居者の平均余命等を勘案して設定されます。

想定居住期間内の家賃相当額は、想定居住期間内に入居者の死亡又は入居契約の解除

もしくは解約により契約が終了した場合、終了時期に応じてその一部が返金されます。

想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額

生存率等を加味して決められる、想定居住期間経過後、入居者の全員が退去する時点ま

での将来の家賃負担分です。

この額は、入居契約が終了しても返還されません。

※入居日から3ヶ月以内に入居契約が終了した場合を除きます。

前払金（＝①＋②)
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３． 本施設における具体的な算定根拠について

（１） 想定居住期間の設定

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

※ 当社グループ高齢者向け住宅入居者実績　男女比31%：69%
※

（２） 想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額の設定

　　の割合】

※
当社グループの高齢者向け住宅における入居時年齢を、検討来場者数及び実際の入居
者数の比率から、60歳～75歳。76歳～85歳、86歳以上の3区分に分類しました。

　【前払金に対する、想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額

想定居住期間（ヶ月）

年齢（歳）

240 228 216324 312 300 288

180 168 156 144

276 264 252

15% 20%

60
ケ ア
ﾌﾛｱ

シニア
ﾌﾛｱ

想定居住期間（ヶ月）

年齢（歳）

想定居住期間（ヶ月）

年齢（歳）

65～75 76～85 86歳以上

132 120

82～

216 204 192

60～75 86～76～85

84 72

シニアフロア ケアフロア

　一律　　30％

＜シニアフロア＞
想定居住期間の算出と同様に、公益社団法人全国有料老人ホーム協会の【外部データを用い

た入居一時金の試算について】の試算モデルを踏まえ、簡易生命表に基づいて算出された、自
立型老人ホームにおける前払金合計に対する想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備
えて事業者が受領する額の割合について、下表の通り3つの年齢区分に分け、各年齢区分にお
ける平均値(小数点以下四捨五入)以下の数値を、各年齢区分における当該割合として決定して
います。
＜ケアフロア＞

一般社団法人全国特定施設事業者協議会の自主基準適合審査用シートに記載されている有
老協入居者基金(要介護データ)を用いて、年齢区分毎の基準年齢における前払金合計額に対
する想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額を算定しました。
当該額の前払金に対する割合は、入居者に分かりやすい料金体系とするため、各年齢区分にお
ける数値(一桁以下切捨)である30％として決定しています。

＜シニアフロアにおける想定居住期間＞
事務連絡で示された考え方に則り、公益社団法人全国有料老人ホーム協会が策定している

【外部データを用いた入居一時金の試算について】の試算モデルを踏まえ、当社グループ介護
付有料老人ホーム(自立型・介護型)及びサービス付高齢者向け住宅(以下、総称して｢当社グ
ループ高齢者向け住宅｣という。)の自立型入居者実績に基づく入居時の年齢、性別、平均的な
余命等を勘案し、自立型老人ホームにおける入居者の母集団の年央居住継続率が概ね50%にな
る期間を算出し、以下の通り年齢別での想定居住期間を決定しています。

＜ケアフロアにおける想定居住期間＞
事務連絡で示された考え方に則り、当社グループ高齢者向け住宅入居者実績に基づく入居時

の年齢、性別等を勘案し、一般社団法人全国特定施設事業者協議会が策定している自主基準
適合審査用シートに記載されている有老協入居者基金（要介護データ）を用いて、介護付有料
老人ホームにおける母集団の居住継続率が概ね50%になる期間を算定しました。その上で下表
の通り３つの年齢区分に分け、当社グループ高齢者向け住宅（介護型）の入居者実績から想定さ
れる入居時平均年齢である83歳を76歳から85歳の区分における基準年齢とし、65歳から75歳の
区分及び86歳以上の区分では、83歳に最も近い75歳及び86歳を各年齢区分における基準年齢
と致しました。以下の通り、基準年齢における想定居住期間をもって各年齢区分の想定居住期間
として決定しています。

当社グループの高齢者向け住宅における入居時年齢を、検討来場者数及び実際の入居
者数の比率から、60歳 ～ 75歳、76歳 ～ 85歳、86歳以上の3区分に分類しました。

年齢（歳）

10%
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【参考　：　前払方式選択時の具体例】

前払金（①＋②） （総額）23,760,000円

①想定居住期間内の家賃相当額

（前払方式における想定居住期間に応じた1ヶ月分の家賃相当額）×（想定居住期間(月数））

20,196,000円　（前払金に占める割合は　85%）

算定式　：　140,250円×144ヶ月

②想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額

　　　≪非返還対象分※≫

 3,564,000円　（前払金に占める割合は　15%）

※入居日から3ヶ月以内に死亡又は解除もしくは解約により入居契約が終了する場合は、

入居契約の定めに従い返還されます。

前払金（①＋②） （総額）10,080,000円

①想定居住期間内の家賃相当額

（前払方式における想定居住期間に応じた1ヶ月分の家賃相当額）×（想定居住期間(月数））

7,056,000円　（前払金に占める割合は　70%）

算定式　：　98,000円×72ヶ月

②想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額

　　　≪非返還対象分※≫

 3,024,000円　（前払金に占める割合は　30%）

※入居日から3ヶ月以内に死亡又は解除もしくは解約により入居契約が終了する場合は、

入居契約の定めに従い返還されます。

入居時年齢 80歳 622号室 クレールレジデンス横浜十日市場　シニアフロア

 クレールレジデンス横浜十日市場　ケアフロア 入居時年齢 80歳 416号室

19 
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別紙１ 

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホーム重要事項説明書 

（「登録事項等についての説明」の補足） 

作 成 日  2023年 7月 1日 

登録番号  浜 3 0 ( 2 ) 0 0 1  

施 設 名  クレールレジデンス横浜十日市場 

シニアフロア・ケアプロア 

 

「１.サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地」について 

開 設 年 月 日 2019年4月1日 

住宅の管理者氏名※1 山本 浩希 

電話番号 / ＦＡＸ番号 045-511-7037／045-511-7332 

メールアドレス  

ホームページアドレス https://www.yokohama-gbp.com/creer-residence 

 ※1 管理者を配置している場合に記入 

 

「２.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者」について 

ＦＡＸ番号 03-6416-1867 

ホームページアドレス httpｓ://www.tokyu-land.co.jp/ 

資本金(基本財産) 576億円 

主な出資者(出捐者)とその

金額又は比率 ※2 
東急不動産ホールディングス株式会社 (100%) 

設 立 年 月 日 1953年12月17日 

直近の事業収支決算額 ※３ 収益： 3,586億円     費用： 2,975億円     損益： 612億円 

会計監査人との契約 無・有( 新日本有限責任監査法人 ) 

他の主な事業 分譲、賃貸 他 

※2 出資(出捐)額の多い順に上位３者の氏名又は名称並びに各出資(出捐)額又は比率を記入。 

※3 原則として、収益は売上高＋営業外収益、費用は売上原価＋販売費及び一般管理費＋営業外費用、

損益は経常利益とする。 

 

「３.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所」について 

ＦＡＸ番号 03-6416-1867 

ホームページアドレス https://www.tokyu-land.co.jp/ 
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「４.サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備」について 

建築基準法上の

主要用途 
寄宿舎 ・ 共同住宅・ 有料老人ホーム ・ その他 

建築物の耐火構造 耐火構造  ・ 準耐火構造 ・ その他 

消防用設備等 

消火器 無 ・ 有 

自動火災報知設備 無 ・ 有 

火災通報設備 無 ・ 有 

スプリンクラー 無 ・ 有 

防火管理者 無 ・ 有 

防災計画 無 ・ 有 

緊急通報装置等 

緊急連絡・安否確認 

緊急通報装置等の種類及び設置箇所 

＜シニアフロア＞ 

種類：押しボタン式（壁設置、ワイヤレス式緊急呼出ボタン（ペンダント型）） 

設置個所： 

【住戸内】 トイレ、浴室 

※ワイヤレス式緊急呼出ボタン（ペンダント型 1個/人））は、住戸内のみで使用

することができます。 

【共用部分】 共用トイレ、エレベーター、7階トレーニングルーム 

＜ケアフロア＞ 

種類：押しボタン式（壁設置） 

設置個所： 

【住戸内】 トイレ、浴室 

【共用部分】共用トイレ、浴室、機械浴室、脱衣室、廊下、エレベーター 

 

安否確認の方法・頻度等 

＜シニアフロア＞ 

住戸内に ①生活安全センサー、②浴室照明安否確認システムを設置しています。 

①生活安全センサー 

入居者が在室中、IC タグを専用の ICタグホルダーに差し込むことにより、

一定時間住戸内で動作が無い場合に異常を感知し、自動的に事務室に通報さ

れます。通報を感知し、インターホンにより安否確認ができない場合、スタ

ッフ等が住戸内に立ち入ることがあります。 

②浴室照明安否確認システム 

 浴室に浴室照明安否確認システムを設置しています。  
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※浴室の照明が一定時間点灯している場合に異常を感知し、住戸内のインターンホ

ンに発報します。発報後に消灯されない場合には、事務室に通報されます。 

通報を感知し、インターホンにより安否確認ができない場合、スタッフ等が

住戸内に立ち入ることがあります。 

＜ケアフロア＞ 

安否確認の方法・頻度等 住戸内の介護ベッドマットレスの下にはセンサを設置

しています。またスタッフが、共用 施設利用時に適宜状況確認を行います。 

【設置箇所】：ベッド  

※睡眠状況や離床・臥床の状況を把握します。異常があった場合、緊急通報設

備と連動しスタッフに通知されます。 

 

「５.サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期（居住の用に供する前であ

る場合）」について 

（１） 入居契約の状況等 

身元引受人等の条件及び義務

等※4 

原則として、入居者1名につき身元引受人を1名定めることとする。 

入居者が2名の場合には、身元引受人1名が入居者2名の身元引受人を兼ねる

ことができる。 

【身元引受人の条件】 

原則として日本国内に居住し、かつ入居者より年齢が若いこと 

【身元引受人の責務等】 

① 連帯保証人として、入居契約に基づく入居者の事業者に対する債

務について、入居契約に記載の極度額を限度として入居者と連帯

して履行の責めを負うとともに、事業者と協議し、必要なときは

入居者の身柄を引き取る。 

② 入居者に関する事業者から身元引受人への連絡・協議等に協力する。 

③ 入居者が死亡した場合に入居者の身柄及び遺留金品を引き受ける。 

④ 入居契約の終了により、入居契約に基づく何らかの返還金が発生

し、入居者の死亡等により、入居者へ返還することが適切でない

場合、身元引受人がこれを受け取る。 

入居者が意思能力を喪失した場合、入居者が入居契約における入居者の

責務を履行できない状態にある場合又は入居契約において入居者の判

断を要する事項に対して、入居者が意思を明確に表明できない状態にあ

る場合には、身元引受人が入居者に代わり意思表示を行うこと及び入居

契約の終了に伴う一切の金銭の授受につき入居者の代理人として選任

されることを了承する。 
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生活保護受給者の受入れ対応   否 ・ 可 

事業者又は入居者が入居契約

を解除する場合の事由及び手

続等 ※5 

【事業者からの解除又は解約】 

1(1) 事業者は、次のいずれかに該当する場合には、横浜市長の承認を受

けて、入居者に対して少なくとも 6 ヶ月前に解約の申入れを行う

ことにより、入居契約を解約することができる。 

① 本物件の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、家賃の

価額その他の事情に照らし、本物件を高齢者住まい法第 54条

第 1 号に掲げる基準等を勘案して適切な規模、構造及び設備

を有する賃貸住宅として維持し又は当該賃貸住宅に回復する

のに過分の費用を要するに至った場合 

② 入居者が、本物件に長期間にわたって居住せず、かつ、当面居

住する見込みがないことにより、本物件を適正に管理するこ

とが困難となった場合 

 (2)事業者は、入居者の病院への入院又は心身の状況の変化を理由と

して入居契約を解約することはできない。但し、当該理由が生じ

た後に、入居者及び事業者が入居契約の解約について合意した場

合は、この限りでない。 

2(1) 事業者は、入居者が次に掲げる義務に違反した場合において、事

業者が当該義務の履行を催告したにもかかわらず、当該義務が履

行されずに当該義務違反により入居契約を継続することが困難で

あると認められるに至ったときは、原則として、90日の予告期間

をおいて本契約を解除することができる。また、乙は、甲が別添

3に記載の禁止行為(2)①、(3)①、(3)②、(6)①、(9)①、(9)④又

は(9)⑤に該当し、第 10条第 4 項に規定する義務に違反した場合

において、乙が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したに

もかかわらず、その期間内に当該義務が履行されずに当該義務違

反により本契約を継続することが困難であると認められるに至っ

たときは、本契約を解除することができる。 

① 入居契約第 4条に規定する本物件の使用目的遵守義務 

② 入居契約第 10 条各項に規定する禁止又は制限される行為の

不作為義務 

③ その他入居契約に規定する入居者の義務 

(2)事業者は、入居者が次に掲げる義務に違反した場合において、事

業者が当該義務の履行を催告したにもかかわらず、当該義務が履

行されないときは、90日の予告期間をおいて入居契約を解除する

ことができる。 
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【入居者からの解約】 
 

① 月払家賃(月払方式の場合)、管理費もしくはサービス費その他費用

の支払義務(3回以上遅滞し又は3ヶ月以上滞納した場合に限る。) 

② 入居契約第 11条第 1項後段に規定する費用負担義務 

(3)事業者は、入居者が年齢を偽って入居資格を有すると誤認させる

等の不正の行為によって本物件に入居したときは、90 日の予告

期間をおいて入居契約を解除することができる。 

(4）事業者は、入居者、入居者の家族又は身元引受人等による、事業

者の役職員や他の入居者等に対するハラスメント(身体的暴力、

精神的暴力及びセクシュアルハラスメントなど。)により、入居

者との信頼関係が著しく害され事業の継続に重大な支障が及ん

だときは、90 日の予告期間をおいて入居契約を解除することが

できる。 

１ 入居者は、事業者に対して、１か月前までに書面により解約の申

入れを行うことにより、入居契約を解約することができる。なお、

解約の申入れは、事業者の定める解約届を事業者に届け出ること

によって行う。 

2 前項の規定にかかわらず、入居者は、解約申入れの日から 1 ヶ月

分の家賃、管理費及びサービス費相当額を事業者に支払うことに

より、解約申入れの日から起算して 1ヶ月を経過する日までの間、

随時に入居契約を解約することができる。 

3 入居者が前各項に従い書面による解約の申入れを行わずに住戸を

退去した場合、事業者が入居者の退去の事実を知った日の翌日か

ら起算して 3 ヶ月の経過をもって、入居契約は解約されたものと

みなされる。 

前
年
度
に
お
け
る 

退
去
者
の
状
況 

退去先別の人数 

自宅等 1人 

社会福祉施設 ０人 

医療機関 ３人 

死亡者 １７人 

その他 ４人 

生前解約の状況 

事業者側の申し出 
０人 

(解約事由の例) 

入居者側の申し出 

８人 

(解約事由の例)   

家族と同居１ 

医療施設 4、ご家族近隣他社施設４、 

体験入居の期間及び費用負担

等 

希望により、6泊 7日まで体験入居可能 

1泊1名：6,600円(うち本体価格6,000円、消費税600円)3食付 

※4 入居契約書に身元引受人や後見人等の選任を定めている場合に記入 

※5 入居契約の条項に沿って、解除の事由及び手続、予告期間、前払金の返還時期等を正確に記入。 
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（２）入居状況等 

                           (2023年 7月 1日現在) 

入居者内訳 

性別 男性： 41人、女性： 114人 

介護の要否別 

自立： 64人 

要介護  72人 

 

（内訳）  要介護 1    23人 

要介護 2    18人 

要介護 3    12人 

要介護 4    11人 

要介護 5     8人 

要支援  25人 

 

(内訳)   要支援 1     8人 

      要支援 2    11人 

平均年齢         85.9歳 (男性 86.7歳、女性 85.9歳) 

注) 介護の要否別及び平均年齢については、入居者数が少ない等の状況により、個人が特定される場

合には、プライバシー保護の観点から記入する必要はない。 

 

「６.サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する

金銭」について 

（１）運営に関すること 

運営に関する方針 
良好な環境の保持に努めるとともに、入居者の快適で充実し

た生活の実現に努める。 

サービスの提供内容に関する特色 
東急不動産グループの総合力を活かし、住宅の運営から介護

サービスの提供まで幅広いサービスを提供する。 

運営懇談会の開催状況 ※6 

(開催回数、設置者の役職員を除く参

加者数、主な議題等) 

 

年１回 (定期意見交換会)        43 名(入居者)   

 

① 本物件の運営状況 

② 月額利用料その他サービス利用料等の改定 

③ 管理及びサービスに関する規程、細則等の諸規程の改定 

④ 入居者からの適切な方法による要望や苦情の対応処理 

⑤ 各種契約関連書類の重要な改定 

⑥ 過去 1 年以内の時点における入居者の状況、サービスの

提供状況及び管理費、サービス費、食費等の収支状況 

 ※6 運営懇談会を設置している場合は記入 
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（２）苦情等の取り扱い 

苦情解決の責任者 山本 浩希 

窓口の名称 ①：本物件フロント 

②：株式会社東急イーライフデザイン 

③：横浜市健康福祉局高齢施設課 

④：横浜市建築局住宅政策課 

電話番号 ①：045-511-7037、②：03-6455-1236、③：045-671-4117、④：045-671-4121 

対応している時間帯 
平日 

① 9時 00分 ～ 17時 00分、 ② 9時 00分 ～ 18時 00分 

③④ 8 時 45分 ～ 17時 15分 

土曜 ① 9時 00分 ～ 17時 00分、②③④ －  

日曜 ① 9時 00分 ～ 17時 00分、②③④ －  

祝日 ① 9時 00分 ～ 17時 00分、②③④ －  

定休日 ①：なし、②③④：あり 

事故発生時の対応

(医療機関等との

連携、家族等への

連絡方法・説明等) 

本物件内での応急処置、協力医療機関等への搬送又は 119 番通報による他の医

療機関への搬送を行うとともに入居者の身元引受人、成年後見人、家族及び地方

自治体の関係部署へ連絡する。また事故についての検証、再発防止策を講じる。 

事故発生の防止の

ための指針 
無 ・ 有 

損害賠償(対応方

針及び損害保険契

約の概要等) 

天災、地変、火災、盗難、器物破損、その他事業者の責めに帰することのできな

い事由に基づく事故又は事業者の行う本物件の維持保全に必要な工事等による本

物件の使用停止等により入居者の被った損害については、事業者は賠償責任を負

わない。 

但し、事業者の責めに帰するべき事由により入居者の生命、身体、財産に損害が

生じた場合、事業者は、入居者に対してその損害を賠償するものとし、事故等の

理由により損害賠償責任を負う場合に備え損害保険を付保するとともに損害事

故発生時においては解決に向けて誠実に対応する。 

サービスの提供に

伴う事故等が発生

した場合の損害賠

償保険等への加入 

無 ・ 有 有の場合の保険名： 

損害保険ジャパン株式会社 「企業総合賠償責任保険」 

利用者アンケート調査、意見箱

等利用者の意見等を把握する取

組の状況 

１ あり 
実施日 常設 

結果の開示 １ あり  ２ なし  

  ２ なし 

第三者による評価の実施状況 
１ あり 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり  ２ なし  

   ２ なし 
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（３）医療 

 

協力医療機関(又は嘱託医)の

概要及び協力内容 

名称① 医療法人社団  三喜会 横浜新緑総合病院 

診療科目 内科 

所在地 神奈川県横浜市緑区十日市場町 1726-7 

距離及び所要時間 
750ｍ 徒歩10分 

サブエントランスより無料送迎バスあり 

協力内容 
年2回 協力医療機関での定期健康診断の機会を

設ける（費用は入居者が実費を負担） 

名称② 一般社団法人日本厚生団 長津田厚生総合病院 

診療科目 循環器内科、消化器内科、腎臓内科、整形外科 等 

所在地 横浜市緑区長津田 4-23-1 

距離及び所要時間 本物件から約 3km （車で約 11 分） 

協力内容 
入居者の希望に応じた定期健康診断、体調急変時

の受入・診察 等 

名称③ 医療法人社団 恵生会 上白根病院 

診療科目 内科、リウマチ科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科 等 

所在地 横浜市旭区上白根 2-65-1 

距離及び所要時間 本物件から約 5.5km （車で約１５分） 

協力内容 
入居者の希望に応じた定期健康診断、体調急変時

の受入・診察 等 

名称④ 医療法人社団 健信会 田村内科クリニック 

診療科目 胃腸科、内科、アレルギー科 等 

所在地 横浜市緑区十日市場町 804-2 101 

距離及び所要時間 本物件から約 550m （徒歩で約７分） 

協力内容 入居者の希望に応じた往診・訪問診療・健康診断等  

名称⑤ 山田クリニック 

診療科目 内科・胃腸科・肛門科 等 

所在地 横浜市緑区十日市場町 802-1402 

距離及び所要時間 本物件から約 400m （徒歩で約５分） 

協力内容 入居者の希望に応じた往診・訪問診療・健康診断等  

 名称⑥ 医療法人社団 三喜会 新緑ホームケアクリニック 

診療科目 内科、外科 等 

所在地 横浜市緑区十日市場町 853-14 

距離及び所要時間 本物件から約 800m （徒歩で約 1０分） 

協力内容 入居者の希望に応じた往診・訪問診療・健康診断等  
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 名称⑦ 公益財団法人横浜勤労者福祉協会みどり野診療所 

診療科目 内科、神経内科、循環器科、消化器科 等 

所在地 横浜市緑区十日市場町 915-14 

距離及び所要時間 本物件から約 550m （徒歩で約７分） 

協力内容 入居者の希望に応じた往診・訪問診療・健康診断等  

名称⑧ 三保町内科・循環器クリニック 

診療科目 内科、循環器内科 等 

所在地 横浜市緑区三保町 1803-1-102 

距離及び所要時間 本物件から約 2km （車で約 5 分） 

協力内容 入居者の希望に応じた往診・訪問診療・健康診断等  

名称⑨ しらはた胃腸肛門クリニック横浜 

診療科目 消化器科 等 

所在地 横浜市緑区長津田 5-6-32 

距離及び所要時間 本物件から約 2.2km （車で約 8 分） 

協力内容 入居者の希望に応じた往診・訪問診療・健康診断等  

名称⑩ みなみ台内科クリニック 

診療科目 内科、消化器科 等 

所在地 横浜市緑区長津田みなみ台 4-4-4 

距離及び所要時間 本物件から約 2.3km （車で約６分） 

協力内容 入居者の希望に応じた往診・訪問診療・健康診断等  

名称⑪ 医療法人社団 宏仁会 柴田整形外科 

診療科目 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科等 

所在地 横浜市緑区中山町 306-1 

距離及び所要時間 本物件から約 3.1km （車で約 8 分） 

協力内容 入居者の希望に応じた往診・訪問診療・健康診断等  

 

協力歯科医療機関 

名称 - 

所在地 - 

距離及び所要時間 - 

協力内容 - 

 

入居者が医療を要する場合の

対応(入居者の意思確認、医

師の判断、医療機関の選定、

費用負担、長期に入院する場

合の対応等) 

病気や怪我の治療は、入居者の任意の意思で、自己が自由に選択した

医療機関で受診する。 

医療費は健康保険の適用を受けることとし、入居者の自己負担分及

び健康保険が適用されない場合の費用は、入居者の負担となる。 

入院が長期にわたった場合でも入居契約は継続するため、退院後は

入院前の住戸に戻ることができる。なお、入院期間中も管理費等の月

額費用は支払うこととする。 
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（４）職員体制                       

ア 職種別の職員数等 【シニアフロア】           ( 2023年 7月 1日現在) 

 職員数 常勤換算後の人数 夜間勤務職員数 

(17時～翌 9時) 

(最少人数) 

備考 

(資格・委託等)  うち自立対応 

従

業

者

の

内

訳 

管理者 1 (  ) 

 

 

ケアフロアと兼務 

生活相談員兼務 

介護福祉士・介護支援専門員 

生活相談員  ８ ( 1 ) 1 

内1名ホームケア横浜と兼務 

内１名営繕兼務 

全員 事務員及びケアフロア

兼務 

夜勤２名（ケアフロア兼務） 

介護福祉士、介護支援専門員 

社会福祉士、介護職員初任者

研修修了者 

直接処遇職員  (  )     

 介護職員  

(  ) 
    

看護職員  (   )     

機能訓練指導員  

(   ) 

 

  

 理学療法士 (   )   

作業療法士 (   )   

その他 (   )   

計画作成担当者 (   )   

医師 (   )   

栄養士 1 (   )  給食会社へ委託 

調理員 3 (   )  給食会社へ委託 

事務職員  (   )   

その他職員 
1 (   )  

ホームクレール（イベント）

スタッフ 

合計 14 ( 1 )   

介護に関わる職員体制            ：     以上 
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ア 職種別の職員数等 【ケアフロア】  

 職員数 常勤換算後の人数 夜間勤務職員数 

(17時～翌 9時) 

(最少人数) 

備考 

(資格・委託等)  うち自立対応 

 

 

従

業

者

の

内

訳 

管理者 
1 (   ) 

 

 

シニアフロアと兼務 

介護福祉士、 

介護支援専門員 

生活相談員  ２(    ) 1 
シニアフロアと兼務 

介護福祉士、社会福祉士 

直接処遇職員 45( 44 ) 41.3    

 介護職員 37( 36 ) 34.0   ホームケア横浜兼務 

看護職員 ８( ８ ) 7.3   ホームケア横浜兼務 

機能訓練指導員 (   ) 

 

  

 理学療法士 (   )   

作業療法士 (   )   

その他 (   )   

計画作成担当者 
４( 3 )  

ホームケア横浜兼務 

介護支援専門員、介護福祉士 

医師 (   )   

栄養士 1 (   )  給食会社へ委託 

調理員 3 (   )  給食会社へ委託 

事務職員  (   )   

その他職員 4 ( 2 )  
フロント・事務２ ｼﾆｱﾌﾛｱ兼務 

洗濯２ 

合計 61 ( 1 )   

介護に関わる職員体制            ：     以上 

注１) 職員数欄の(  )内は、非常勤職員数で内数。 

２) 直接処遇職員は、要介護者及び要支援者に対して介護サービスを提供する職員と自立者に対して

一時的な介護その他日常生活上必要な援助を行う職員を合わせた数とし、また、常勤換算後の人数

において、自立者対応の人数を内数で記入。なお、特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、

記入不要 

３）機能訓練指導員及び計画作成担当者が他の職務を兼務している場合は、職員数の人数に※印をつ

けるとともに、兼務している職名を備考欄に記入。 

４) 備考欄には、直接処遇職員や調理員等の委託、看護職員等の機能訓練指導員兼務、計画作成担当

者の介 A護支援専門員資格等を記入。 

５）シニアフロアにおいて状況把握等を行う職員を配置している場合は、生活相談員として記入 

※7 特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要  
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イ 職員の状況
【シニアフロア】

管理者 他の職務との兼務 ■ あり □ なし

兼務に係る資格等 ■ あり  生活相談員兼務 

資格等の名称 介護福祉士 

介護支援専門員 

□ なし

看護職員 介護職員 生活相談員 機能訓練 

指導員 

計画作成 

担当者 

常
勤

非
常
勤

常
勤

非
常
勤

常
勤

非
常
勤

常
勤

非
常
勤

常
勤

非
常
勤

前年度 1 年間の採

用者数 

前年度 1 年間の退

職者数 
1 

に
応
じ
た
職
員
の
人
数

業
務
に
従
事
し
た
経
験
年
数

1年未満 1 

1年以上 

3年未満 1 

3 年以上

5年未満 

5 年以上

10年未満 
1 2 

10年以上 2 1 

従業者の健康診断の実施状況 ■ あり □ なし

※生活相談員と計画作成者は（ ）内数で兼務。



32 

 

イ 職員の状況 
【ケアフロア】 

管理者 他の職務との兼務 □ あり    ■ なし 

兼務に係る資格等 □ あり    

 資格等の名称  

□ なし 

 看護職員 介護職員 生活相談員 機能訓練 

指導員 

 計画作成 

担当者 

常
勤 

非
常
勤 

常
勤 

非
常
勤 

常
勤 

非
常
勤 

常
勤 

非
常
勤 

常
勤 

非
常
勤 

前年度 1 年間の採

用者数 
   12       

前年度 1 年間の退

職者数 
 1  9  1     

に
応
じ
た
職
員
の
人
数 

業
務
に
従
事
し
た
経
験
年
数 

1年未満    3 1＊     1 

1年以上 

3年未満 
   3 1＊     1 

3 年以上

5年未満 
          

5 年以上

10年未満 
 2  29      1 

10年以上  6 1 24     1  

従業者の健康診断の実施状況 ■ あり   □ なし 

※生活相談員と計画作成者は（ ）内数で兼務。 

※「＊」シニアケア兼務の生活相談員 

  ※ 非常勤介護職員は、介護事業者「ホームケア横浜」兼務  
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ウ 要介護者・要支援者に対する直接処遇職員体制（特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、 

 記入不要） 

 前々年度の平均値 前年度の平均値 ※11 今年度の平均値 ※10 

要支援者の人数    

要介護者の人数    

指定基準上の直接処遇職員の

人数 ※8 
   

配置している直接処遇職員の

人数 ※9 
   

要支援者・要介護者の 

合計人数に対する配置 

直接処遇職員の人数の割合 

： 

： 

： 

常勤換算方法の考え方※11 常勤職員の週勤務時間   時間で除して算出 

従業者の勤務体制の概要 

介護職員 早番    ：   ～   ： 

     日勤    ：   ～   ： 

     遅番    ：   ～   ： 

     夜勤    ：   ～   ： 

看護職員 早番    ：   ～   ： 

     日勤    ：   ～   ： 

     遅番    ：   ～   ： 

     夜勤    ：   ～   ： 

※8 常勤換算後の人数。 

※9 常勤換算後の人数。自立者対応の人数を除く。 

※10 今年度の平均値は、作成日の前月までの平均値とすること。 

 ※11 「前年度の平均値」及び「常勤換算方法」等については指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第３７号）等の規定によること 

 

エ 状況把握(安否確認)および生活相談サービスに係る職員の資格取得状況  

社会福祉士 3人（  人） 医 師 人（  人） 

介護福祉士 39人（  3人） 看護師 8人（  人） 

介護支援専門員 1人（  6人） 准看護師 人（  人） 

介護職員実務者研修修了者 2人（  人） 資格なし 0人（  人） 

介護職員初任者研修修了者 5人（   人）  

注１) 資格を複数持っている職員がいる場合は、社会福祉士、介護福祉士の順に優先して記入する。

他の資格を持っている職員を（ ）に外数で記入する。 

注２）介護職員基礎研修及び各ホームヘルパー研修修了者は、介護職員初任者研修に含めて記入する。 
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（５）登録事項の情報開示 

入居希望者等

への情報開示 

重要事項説明書の公開 1 公開 ( 閲覧 ・ 写し交付 )    2 非公開 

入居契約書の公開 1 公開 ( 閲覧 ・ 写し交付 )    2 非公開 

管理規程の公開 1 公開 ( 閲覧 ・ 写し交付 )    2 非公開 

財務諸表の公開 1 公開 ( 閲覧 ・ 写し交付 )    2 非公開 

事業収支計画の公開 1 公開 ( 閲覧 ・ 写し交付 )    2 非公開 

 

 

（６）その他 

横浜市サービス付
き高齢者向け住宅
整備運営指導指針
に適合していない

事項 ※12 

＜適合していない事項がある場合の内容＞ 
 

該当なし 

※12 市の指針上適合していない事項について、指針の８～１４に該当する運営面に関することを記
述すること。 
なお、代替措置及び改善計画等は、別紙で明記することでも可 

 

 

●特定施設入居者生活介護に関する事項（該当する場合のみ） 

（１）介護を行う場所等 

要介護時(認知症を含む)

に介護を行う場所 

 

（２）住み替える場合の条件等 

入
居
後
に
居
室
ま
た
は
施
設
を 

住
替
え
る
場
合
設 

居室から一時介護室へ移

る場合(判断基準･手続、追

加費用の要否、居室利用権

の取扱い等) 

 

従前の居室から別の居室

へ住み替える場合（同上） 

 

提携ホームへ住み替える

場合（同上） 

 

 

  



35 

（３）介護保険に係る利用料

介護保険に係る利用料 

(適用を受ける場合は

、市区町村から交付さ

れる「介護保険負担割

合証」に記載された利

用者負担の割合に応じ

た額) ※13 

○特定施設入居者生活介護   （１か月 30日の例） 

区 分 月  額 
利用者負担額 

（1割の場合/2割の場合） 

要介護１   円   円 /  円 

要介護２   円   円 /  円 

要介護３   円   円 /  円 

要介護４   円   円 /     円 

要介護５   円   円 /     円 

介護保険に係る利用料 

(適用を受ける場合は、

市区町村から交付され

る「介護保険負担割合

証」に記載された利用

者負担の割合に応じた

額) ※13 

〇各種加算の状況 
身体拘束廃止取組の有無 (減算型・基準型） 
退院・退所時連携加算 (無・有） 
入居継続支援加算 (無・有） 
生活機能向上連携加算 (無・有） 
個別機能訓練加算 (無・有） 
夜間看護体制加算 (無・有） 
若年性認知症入居者受入加算 (無・有） 
医療機関連携加算  (無・有） 
口腔衛生管理体制加算 (無・有） 
栄養スクリーニング加算 (無・有） 
看取り介護加算   (無・有） 

認知症専門ケア加算 (無・有） 
（Ⅰ） 
（Ⅱ） 

サービス提供体制強化加算 (無・有） 

（Ⅰ）イ 
（Ⅰ）ロ 
（Ⅱ） 
（Ⅲ） 

介護職員処遇改善加算 (無・有） 

Ⅰ 
Ⅱ 
Ⅲ 
Ⅳ 
Ⅴ 

介護職員等特定処遇改善加算 
(無・有） 

Ⅰ 
Ⅱ 
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介護保険に係る利用料 

(適用を受ける場合は、

市区町村から交付され

る「介護保険負担割合

証」に記載された利用

者負担の割合に応じた

額) ※13 

 

○介護予防特定施設入居者生活介護   （１か月 30日の例） 

区 分 月  額 
利用者負担額（1割の場合/2割の場

合） 

要支援１     円         円 /      円 

要支援２     円         円 /      円 

 
各種加算の状況 

身体拘束廃止取組の有無 (減算型・基準型） 

生活機能向上連携加算 (無・有） 

個別機能訓練加算  (無・有） 

若年性認知症入居者受入加算 (無・有） 

医療機関連携加算   (無・有） 

口腔衛生管理体制加算 (無・有） 

栄養スクリーニング加算 (無・有） 

認知症専門ケア加算 
(無・
有） 

（Ⅰ） 

（Ⅱ） 

サービス提供体制強化加算 
(無・
有） 

（Ⅰ）イ 

（Ⅰ）ロ 

（Ⅱ） 

（Ⅲ） 

介護職員処遇改善加算 

(無・
有） 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

介護職員等特定処遇改善加算 (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 
 

 

短期利用の設定（短期

利用特定施設入居者生

活介護の届出がある）

※14 

 無 ・ 有     

※13 月額は、個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、医療機関連携加算、認知症専門ケア加算、サ

ービス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算を含めて記入する。 

※14 短期利用特定施設入居者生活介護の届出がある場合には添付書類の別添２を添付する。 

 

 

○添付書類：別紙２「サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービス等の一覧表」 

    別紙３「提供サービス・選択サービス一覧表」 



別紙２－１　【シニアフロア】

クレールレジデンス横浜十日市場シニアフロア

利用料金に含まれる
サービス

介護予防特定施設入居者生
活介護により提供される
サービス、又は、利用料金

に含まれるサービス

特定施設入居者生活介護に
より提供されるサービス、
又は、利用料金に含まれる
サービス

提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価） 提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価） 提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価）

１.介護サービス

①巡回 　

 ・昼間　 時～   時 有・無

 ・夜間　 時～　 時 有・無

②食事介助 有・無

③排泄 　

 ・排泄介助 有・無

 ・おむつ交換 有・無

 ・おむつ代 有・無

④入浴等 　

 ・清拭 有・無

 ・一般浴介助 有・無

 ・特浴介助 有・無

⑤身辺介助 　

 ・体位交換 有・無

 ・居室からの移動 有・無

 ・衣類の着脱 有・無

 ・身だしなみ介助 有・無

⑥機能訓練 有・無

⑦通院の介助 有・無

⑧緊急時対応 　

 ・緊急通報システム 有・無 随時 随時 随時

２.生活サービス
①家事 　

 ・清掃 有・無 ワンコインサービス 550円／10分 ワンコインサービス 550円／10分 ワンコインサービス 550円／10分

 ・洗濯 有・無 ワンコインサービス 550円／10分 ワンコインサービス 550円／10分 ワンコインサービス 550円／10分

②居室配膳・下膳 有・無

③理美容 有・無

④代行 　

 ・買物 有・無 ワンコインサービス 550円／10分 ワンコインサービス 550円／10分 ワンコインサービス 550円／10分

 ・役所手続 有・無 ワンコインサービス 550円／10分 ワンコインサービス 550円／10分 ワンコインサービス 550円／10分

３.健康管理サービス
 ・健康診断 有・無

 ・健康相談 有・無 看護師による健康相談/年1回 看護師による健康相談/年1回 看護師による健康相談/年1回

 ・生活指導 有・無

 ・医師の往診 有・無

４.入退院時、入院中のサービス
 ・医療費 有・無

 ・移送サービス 有・無

５.その他サービス 　

フロント・生活相談サービス 有・無 随時 随時 随時

サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービス等の一覧表

要介護１～５

その都度徴収するサービス

特定施設入居者生活介護（介護予防を含む）の指定　（ 有 ・ 無 ）

注1) 自立・要支援１～２・要介護１～５を区分した場合は８区分となるが、提供サービス内容が同じである場合等は、適宜、複数の区分をまとめることとして差し支えない。
注2) 「提供サービスの別」の「利用料金」とは、前払金および月額利用料を指す。なお、特定施設入居者生活介護（介護予防を含む）の指定を受けていない場合は、要支援・要介護の欄は、「利用料金に含まれるサービス」とすること。
注3) 各サービスごとに提供方法（回数等）及び金額（費用負担等）を明示すること。
注4) 上記のサービス項目以外に、サービス提供の状況等に応じ、適宜、項目の順序の変更、項目の追加等を行って差し支えない。
注5）「その他サービス」欄は、上記以外のサービスを必要に応じて記入すること。

区　　　　　分

提供サービスの別

サービスの提供内容等

自　　立 要支援１～２

その都度徴収するサービス その都度徴収するサービス
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別紙２－2　【ケアフロア】

クレールレジデンス横浜十日市場ケアフロア

利用料金に含まれる
サービス

介護予防特定施設入居者生
活介護により提供される
サービス、又は、利用料金

に含まれるサービス

特定施設入居者生活介護に
より提供されるサービス、
又は、利用料金に含まれる
サービス

提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価） 提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価） 提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価）

１.介護サービス

①巡回 　

 ・昼間　 時～   時 有・無 介護事業者又は随時提供

 ・夜間　 時～　 時 有・無 介護事業者又は随時提供

②食事介助 有・無 介護事業者又は随時提供

③排泄 　

 ・排泄介助 有・無 介護事業者又は随時提供

 ・おむつ交換 有・無 介護事業者又は随時提供

 ・おむつ代 有・無

④入浴等 　

 ・清拭 有・無 介護事業者が提供

 ・一般浴介助 有・無 介護事業者が提供

 ・特浴介助 有・無 介護事業者が提供

⑤身辺介助 　

 ・体位交換 有・無 介護事業者又は随時提供

 ・居室からの移動 有・無 適宜提供

 ・衣類の着脱 有・無 介護事業者又は随時提供

 ・身だしなみ介助 有・無 介護事業者又は随時提供

⑥機能訓練 有・無

⑦通院の介助 有・無 緊急時は同行、付き添い

⑧緊急時対応 　

 ・緊急通報システム 有・無 随時対応

２.生活サービス
①家事 　

 ・清掃 有・無 委託会社が提供

 ・洗濯 有・無 適宜提供

②居室配膳・下膳 有・無 適宜提供

③理美容 有・無 理美容業者が提供

④代行 　

 ・買物 有・無 週1回指定日

 ・役所手続 有・無 介護事業者又は随時提供

３.健康管理サービス
 ・健康診断 有・無 協力医療機関が提供

 ・健康相談 有・無 協力医療機関が提供

 ・生活指導 有・無 協力医療機関が提供

 ・医師の往診 有・無 協力医療機関が提供

４.入退院時、入院中のサービス
 ・医療費 有・無

 ・移送サービス 有・無

５.その他サービス 　

有・無
フロント・生活相談サービ
ス（随時）

サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービス等の一覧表

要介護１～５

その都度徴収するサービス

特定施設入居者生活介護（介護予防を含む）の指定　（ 有 ・ 無 ）

区　　　　　分

提供サービスの別

サービスの提供内容等

自　　立 要支援１～２

その都度徴収するサービス その都度徴収するサービス

注1) 自立・要支援１～２・要介護１～５を区分した場合は８区分となるが、提供サービス内容が同じである場合等は、適宜、複数の区分をまとめることとして差し支えない。
注2) 「提供サービスの別」の「利用料金」とは、前払金および月額利用料を指す。なお、特定施設入居者生活介護（介護予防を含む）の指定を受けていない場合は、要支援・要介護の欄は、「利用料金に含まれるサービス」とすること。
注3) 各サービスごとに提供方法（回数等）及び金額（費用負担等）を明示すること。
注4) 上記のサービス項目以外に、サービス提供の状況等に応じ、適宜、項目の順序の変更、項目の追加等を行って差し支えない。
注5）「その他サービス」欄は、上記以外のサービスを必要に応じて記入すること。
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別紙３　サービス一覧表 ＜シニアレジデンス＞

入居者が月額サービス費の範囲内で利用可能なサービスは以下の通りとします。

※

※

生活安全センサー

※

※

※

非常災害時の対応

通報を感知し、インターホンにより安否確認ができない場合 ス
タッフ等が住戸内に立ち入ることがあります。

浴室の照明が一定時間点灯している場合に異常を感知し、 住
宅内インターホンに発報します。発報後に消灯されない場合に
は、事務室に通報されます。

浴室に浴室照明安否確認システムを設置しています。

住戸内に生活安全センサーを設置しています。
入居者が在室中、ICタグを専用のICタグホルダーに差し込むこと
により、一定時間住戸内で動作が無い場合に異常を感知し、自動
的に事務室に通報されます。通報を感知し、インターホン により
安否確認ができない場合、スタッフ等が住戸内に立ち入ることが
あります。

フロントサービス

項目

生活に関する悩み等の日常生活相談を受け付けております。スタッフは、
入居者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、必要に
応じ外部業者の取次ぎ等を行います。専門的な事項については、専門家
を紹介します。

各種サービスの内容、諸連絡等はフロントで管理し掲示板等で
お知らせ致します。

提供サービス

生活相談サービス

緊急通報システム

緊急時の対応

浴室照明安否確認
システム

安
否
確
認
サ
ー

ビ
ス

緊急時には、スタッフが容態を確認の上、タクシー又は救急車の
手配等を行います。スタッフは、原則として、タクシー又は救急
車に同乗し、ご家族が来るまでの間、付添いを行います。

緊
急
対
応
サ
ー

ビ
ス

緊急通報がなされた場合には24時間常駐のスタッフが対応致しま
す。入居者が急に具合が悪くなった場合等に備えて、緊急呼出ボ
タンを以下の箇所に設置しています。

フロントの利用時間(9:00～17:00)にご利用頂けます。御用の
際は、事務所内のスタッフをお呼びだしください。

外来者の受付、不在時の郵便物の代理受領及び伝言、各種サービ
スの案内等を行います。

内容

非常災害に対する具体的な計画を定め、非常災害時の関係機関へ
の通報及び関係機関との連絡体制を整備しております。定期的に
避難訓練等の活動を行い、非常災害時に備えております。

通報を感知し、インターホン により安否確認ができない場
合、スタッフ等が住戸内に立ち入ることがあります。

【共用部分】共用トイレ・エレベーター・7階トレーニングルーム

上記の他、ワイヤレス式緊急呼出ボタン ( ペンダント型１個/
人)を用意しております。なお、ワイヤレス式緊急呼出ボタン
は、住戸内のみで使用することができます。

【住戸内】 トイレ・浴室

同行に関わる往復の交通費は、実費を入居者にご負担頂きま
す。

異常を感知した場合、スタッフ等が確認のためにマスターキー
により開錠し、入居者の住戸内に立ち入ることがあります。
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※

ゴミ搬出

※

※

防犯カメラ

防災設備

協力医療機関

定期健康診断

健康相談

健康講座

※

管球交換
［予約制］

利用可能なサービスの項目、時間･利用方法等は、今後変更になる場合がありますので、
予めご承知置きください。

健
康
管
理
サ
ー

ビ
ス

アクティビティ
サービス

シニアフロアのクレールホールにて、イベント・アクティビティ
を企画・運営致します。イベント・アクティビティは、ホームク
レール横浜十日市場のプログラムとして外部の方も一緒に参加致
します（一部、シニアフロア入居者限定のアクティビティもござ
います。）。

医師又は看護師による病気予防、健康講座等を行います。

看護師による健康相談を行います。（年1回）

定期健康診断を受診できる協力医療機関をご紹介致します。定期
健康診断のご希望がございましたらフロントまでご相談くださ
い。 受診費用はご入居者負担となります。定期健康診断を受診
できる協力医療機関をご紹介致します。定期健康診断のご希望が
ございましたらフロントまでご相談ください。 受診費用はご入
居者負担となります。

日
常
支
援
サ
ー

ビ
ス

防
犯
防
災

サ
ー

ビ
ス

別紙１（３）医療「協力医療機関の概要及び協力内容」のとおり

火災が発生した場合に反応する感知器及びスプリンクラーが全館
に設置してあります。また、停電時には、非常用照明及び誘導灯
が点灯します。

エントランスホール、エレベーター、エレベーターホール、ク
レールホール、クレールダイニング、駐車場等に防犯カメラを設
置し、常時自動録画をします。

設備点検

サービス提供の日時についてはご希望に沿えない場合もありま
すのでご了承ください。

一部の電球に関しては、フロントにて用意しております。
(有料)

簡易な管球交換を致します。ご予約が必要になりますので、事前
にフロントにご相談ください。※電球、蛍光灯はご用意くださ
い。

1階のゴミ置場を24時間利用することができます。
1階ゴミ置場から屋外ゴミ置場への搬出はスタッフが行います。

住戸の点検に際しては、住戸内にスタッフ等が立ち入る必要が
あります。事前に連絡致しますのでご了承ください。

専門業者が、住戸及び共用部分の保守点検を定期的に実施
します。
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利用料

※ 日替わり定食、アラカルトより選択

※ 但し、食事を注文された方のみとさせて頂
きます。

※ 外来者の通常食の料金は、通常料金に右記
の金額を加算した額になります。

※ 外来者が飲食された料金は、翌月に入居者
へ請求致します。

住戸への配下膳

550円/回
(うち本体価格500円、
 消費税50円)
※1回5名分まで上記価格

※ サービス提供の日時については、ご希望に
沿えない場合もありますのでご了承くださ
い。

※ サービス提供の日時についてはご希望に沿
えない場合もありますのでご了承くださ
い。

※ サービス提供の日時については、ご希望に
沿えない場合もありますのでご了承くださ
い。

※ サービス提供の日時については、ご希望に
沿えない場合もありますのでご了承くださ
い。

理美容サービス 実費

※

※

※

＊印の付されたサービスの利用料については、実際の対応に要した時間分についてのみ頂きま
す。上記に表示された時間より多く実際の対応に時間を要した場合は、超過時間10分あたり
550円（うち本体価格500円、消費税50円）の利用料をお支払い頂きます。

上記のほか、対応可能な内容については、10分あたり550円（うち本体価格500円、消費税50円)
を目安に対応致します。

利用可能なサービスの項目、時間・利用方法等は、今後変更になる可能性がありますので、
予めご承知置きください。

(＊) 時間単位で料金が設定されているサービスの提供時間は、サービスを提供するスタッフが、シニアフ
ロアを外出してからシニアフロアに戻るまでの時間で算定致します。

家電製品の配線やトラブル等の対応を承
ります。
（専門技術者による対応が必要な場合を除く。） 550円/1回

(うち本体価格500円、
 消費税50円

家電製品対応＊
[予約制]

ヘアサロンで、事業者指定の理美容業者か
らサービスを受けることができます。ご予
約が必要となりますので、フロントにご相
談ください。

家
事
援
助
サ
ー

ビ
ス

簡単な修繕及び家具の移動を承ります。

家事援助サービス
(長期不在時住戸管理）

[予約制]

修繕･家具移動＊
[予約制]

550円/1回
(うち本体価格500円、
 消費税50円

本棚や収納ラック等の組立を承ります。
家具類組立＊

[予約制]

550円/1回
(うち本体価格500円、
 消費税50円

病気等の場合や、住戸でのご家族やご友
人との会食等の場合に、住戸への配下膳
を承ります。

食
事
サ
ー

ビ
ス

入院等長期不在時に、住戸の換気、水遣
り等を行います。 550円/1回

(うち本体価格500円、
 消費税50円

昼食・夕食時には、ドリンクメニューを
数種類提供します。 ドリンクメニュー毎に異

なりますので、メニュー
をご確認ください

飲み物
[予約不要]

外来者の予約も必要ございません。

＜シニアレジデンス＞

選択サービス

内容項目

昼食 12:00～14:00　夕食 18:00～20:00

昼食715円/日
　(うち本体価格650円、
　 消費税65円)
夕食935円/日
　(うち本体価格850円、
　 消費税85円)

通常食
［予約不要］

通常食1食につき
220円加算
(うち本体価格200円、
消費税20円)

外来者の利用
［予約不要］
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別紙３　サービス一覧表　 ＜ケアレジデンス＞

入居者が、食費の範囲内で利用可能なサービスは、以下の通りとします。

食事サービス リビングダイニングにて、以下の通り食事等を提供します。

時間 メニュー 予約 サービス方式

8:00～10:00 定食1種類 不要

12:00～14:00

18:00～20:00

㊟

※

入居者が、月額サービス費（食費以外）の範囲内で利用可能なサービスは、以下の通りとします。

安否確認サービス

防災サービス

緊急対応サービス

通常食
※軽減税率

防災設備

防犯カメラ

【共用部分】： 浴室、機械浴室、脱衣所、共用トイレ、廊下、

内容

【住戸内】： トイレ、洋室

夕食

昼食

朝食

提供食

内容

エレベーター※異常を感知した場合、スタッフ等が確認のために、
入居者の住戸内、浴室等に立ち入ることがあります。

緊急通報がなされた場合には24時間常駐のスタッフが対応致します。入
居者が急に具合が悪くなった場合等に備えて、緊急呼出ボタンを以下の
箇所に設置しています。

火災が発生した場合に反応する感知器及びスプリンクラーが全館に設置
してあります。また、停電時には、非常用照明及び誘導灯が点灯しま
す。

エントランスホール、ロビーラウンジ、エレベーター、各階エレベー
ターホール、クレールホール、廊下、リビングダイニング、駐車場、ス
タッフ用通用口等にＩＴＶ防犯カメラを設置し、常時自動録画をしま
す。

共用施設のご利用の際には適宜、安否確認を行います。住戸内の状況に
ついてはベッドのマットレスの下に設置したセンサによる安否確認を行
います。

緊急通報システム

項目

安否確認

欠食する場合には、事業者に欠食届出書(様式13)を3日前までに提出するものとします。この場合、
欠食分の料金については後日精算します（但し、1ヶ月あたりの欠食料金合計額が食費を超えた場合
には、食費を超えた部分につき精算を行いません）。欠食時に返還する料金については以下の通り
です。※1食あたり朝食495円(うち本体価格450円、消費税45円)、昼食605円(うち本体価格550円、
消費税55円)、夕食770円(うち本体価格700円、消費税70円)

軽減税率：ご入居者に提供する飲食料品（酒類を除く）のうち、一食あたり640円（税抜き）以下且つ
一日の累計額が1,920円（税抜き）に達するまでのものは軽減税率の適用対象となるものがございま
す。但し、通常の食事に加えて別途お召し上がりになる際は標準税率10％課税にて請求させて頂きま
す。詳細はスタッフまでお尋ね下さい。

配膳：スタッフ
下膳：スタッフ

㊟

提供サービス

項目
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※

※

非常災害時の対応

生活支援サービス

※

※

必要に応じて役所手続き代行を行います。

※

※

※

※

※

アクティビティサービス

※
イベント

レクリエーション

簡易清掃

ゴミ収集

介護予防体操等、健康維持・増進を目的に、安全で楽しく続けられる運
動を実施致します。

入居者同士の交流、スタッフとの交流等、親睦を図り、楽しさを感じら
れるプログラムを実施します。

週3回まで住戸の簡易清掃を行います(年末年始を除く)。

週1回指定日に買物代行を行います。

住戸のゴミを週3回集めます(年末年始を除く)。

専門的な事項については、専門家の紹介をします。

生活に関する悩み等の日常生活相談を受け付けております。事業者は、
入居者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、必要に
応じ外部業者の取次ぎ等を行います。

外来者の受付、不在時の宅配便及び書留等郵便物の代理受領及び伝言、
各種案内等を行います。

緊急時には、スタッフが容態を確認の上、タクシー又は救急車の手配等
を行います。スタッフは、原則として、タクシー又は救急車に同乗し、
ご家族が来るまでの間、付き添いを行います。

専門業者が、住戸(年2回)及び共用部分(月1回)の保守点検を定期的に実
施します。

非常災害に対する具体的な計画を定め、非常災害時の関係機関への通報
及び関係機関との連絡体制を整備しております。定期的に避難訓練等の
活動を行い、非常災害時に備えております。

各種サービスの内容、諸連絡等はフロントで管理し、掲示板でお知
らせ致します。

フロントの利用時間(9:00～17:00)にご利用頂けます。フロントは常
駐ではありませんので、事務所内のスタッフにお声がけください。
利用時間以外は、翌日の対応とさせて頂きます。

買物代行

役所手続代行

代金等の実費については入居者負担です。代行業者に直接代金等を
お支払いください。

サービス提供の日時についてはご希望に沿えない場合もありますの
でご了承ください。

ご予約が必要になりますので、事前にフロントにご相談ください。

代金等の実費については入居者負担です。なお、代金等の実費は事
業者で立替払いし、後日入居者の口座より引き落とします。

各種レクリエーションの概要と費用に関しては館内掲示等にて案内
します。

住戸の点検に際しては、住戸内にスタッフ等が立ち入る必要があり
ます。事前にご連絡致しますのでご了承ください。

異常を感知した場合、スタッフ等が確認のために、マスターキーに
より解錠し、入居者の住戸に立ち入ることがあります。

同行に関わる往復の交通費は、実費を事業者で立替払いし、後日入
居者の口座より引き落とします。

スポーツ等

生活相談サービス

フロントサービス

緊急時の対応

設備点検
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※

健康管理サービス

医療支援サービス

※

※

入居者の選択により、有料で利用可能なサービスは、以下の通りとします。

利用料

ご相談

昼食：865円
(うち本体価格787円

消費税78円)

夕食：1,069円
(うち本体価格972円

消費税97円)

※

食
事
サ
ー

ビ
ス 外来者(滞在者を含

む。)の利用

栄養サポート食
軟菜食
刻み食
ミキサー食

項目

利用可能なサービスの項目、時間･利用方法等は、今後変更になる場合がありますので、予め
ご承知置きください

選択サービス

内容

慢性病により又は一時的に食事管理の必要な方で、医
師の指示書等を受けられた方に栄養サポート食を提供
します。また、入居者の状況に応じて、軟菜食、刻み
食、ミキサー食等の対応を行います。ご利用にあたっ
ては、事前にフロントにご相談ください。

外来者の方には、クレールダイニングのメニューをリ
ビングダイニングにて提供致します。ケータリングの
費用として右記の利用料に、1回あたり550円（うち本
体価格500円　消費税50円）のケータリング費用が加算
されます（5名様まで）。

定期健康診断に要する費用は入居者負担です。

協力医療機関と連携し、1年に1回定期健康診断を受ける機会を設けま
す。

緊急時の場合のみ、協力医療機関への同行および入退院の場合の事務手
続きを致します。その他、ご入居者の希望による通院同行はいたしませ
ん。

定期健康診断

利用可能なサービスの項目、時間･利用方法等は、今後変更になる場合がありますので、予めご

通院同行

協力医療機関

ヘアサロンにおいて、指定日に本物件指定の理美容業者からサービスを
受けることができます。ご予約が必要になりますので、1週間前までにス
タッフにご相談ください。

提供日：　毎月1回　10:00～17:00
理美容サービス

※代金等の実費は入居者負担です。実費は事業者で立替払いし、後日入
居者の口座より引き落とします。

病気または怪我により診断、治療が必要となった場合、協力医療機関の
紹介、専門医の紹介を行います。

食事、水分摂取状況など必要に応じて、生活リズムの記録・管理を行い
ます。

必要に応じ処方された薬のセッティング、在庫管理、服薬状況の把握を
行います。

協力医療機関において、日常的な健康相談・保険診療を受診されている
場合、協力医療機関と連携し、スタッフ又は看護師が、健康情報の継続
的管理を行います。

日常医療支援

生活リズム記録

服薬管理

健康管理
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入居者が月額介護支援サービス費の範囲内で利用可能なサービスは以下の通りとします。

※

※

※

※ 治療及び入院が必要な場合、医療保険診療の一部自己負担額及び医療保険適用外の費用は、入
居者　負担となります。

介護支援サービス

介護支援サービス

介護用具支援

家事支援

移動支援

排泄支援

食事支援

リビングダイニングにて食事の配膳、下膳を行います。リビングダイニ
ングでは必要に応じて食事介助を行います。
病気によりリビングダイニングで食事が出来ない場合は、食事を住戸ま
で配膳・下膳します。

住戸・共用部のトイレにて、ご希望に応じて物品の準備、排泄介助を行
います。

必要に応じて住戸から別紙2に定める共用施設への移動介助を行います
（1階を除く）。

洗濯　：　必要に応じて毎日実施します。
リネン交換　：　汚染時によるリネン交換を随時行います。

入浴関連備品・介護ベッドを施設備品として提供します。
オムツ類の補充、在庫管理を行います。使用分に関しては実費をご負担
頂きます。

利用可能なサービスの項目、時間･利用方法等は、今後変更になる場合がありますので、予め
ご承知置きください。

介護保険のご利用につきましては、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談くださ
い。
上記以外の介護サービスについては、個々の身体状況に応じ、ケアプランでのサービス提供と
なります。
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